
大　　豆　……　白大豆と黒大豆それぞれの栽培面積が5ａ以上の農家
　　　　　　　 （枝豆は加入できません。）
ホ ッ プ　……　栽培面積が5ａ以上の農家
蚕　　繭　……　春 蚕 繭　１箱以上掃立農家
　　　　　　　　初秋蚕繭　0.5箱以上掃立農家
　　　　　　　　晩秋蚕繭　0.5箱以上掃立農家
※加入に当たっては、個々の農業者（個人又は法人）のほか、一定の要件を備えた
　特定農業団体、農業生産組織もその組織単位（農業共済資格団体）で加入できます。

作物ごとに加入できる方式は、表のとおりとなります。

対象となる作物（品目）は 大豆、ホップ、蚕繭

加入できるのは

加入できる方式は
作物名 引受方式 補　　償　　内　　容

大　豆

ホップ

蚕　繭

補償割合

一筆方式

半相殺方式

全相殺方式

全相殺方式

全相殺方式

7割

8割

9割

8割

8割

耕地ごとに基準収穫量の3割を超える減収があった
ときに共済金を支払う方式

農家ごとに被害耕地の減収量の合計が、基準収穫量
の合計の2割を超えるときに共済金を支払う方式
農家ごとの減収量が、基準収穫量の1割を超えると
きに共済金を支払う方式
農家ごとの減収量が、基準収穫量の2割を超えると
きに共済金を支払う方式
農家ごとの減収量が、基準収繭量の2割を超えると
きに共済金を支払う方式

（注）大豆の全相殺方式は、概ね全量を農協等へ出荷し、農協等の出荷資料から収穫量が適正に把握
　　できる農家の方のみ加入できます。

・ ・

（21頁掲載内容参考）
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（大豆・ホップ・蚕繭の桑葉）
　　風水害、干害、冷害、凍霜害、
　ひょう害その他気象上の原因
 （地震及び噴火を含む）による災害、
　火災、病虫害及び鳥獣害
（蚕繭の蚕児）
　　風水害、地震又は噴火による災害、
　火災、病虫害及び鳥獣害

対象となる災害は

● 大豆、ホップ……発芽期（移植をする場合は移植期）から収穫適期までの期間
● 蚕　　　　繭……桑の発芽期（春蚕繭については、前年の12月10日）から、
　　　　　　　　　 収繭するまでの期間

補償される期間は

共済金額（契約補償額）は
加入する方式ごとに、次により算出します。

全相殺方式
（ホップ・蚕繭）

全相殺方式の場合　　150kg　×　0.9　×　306円　＝　41,310円
基準単収  補償割合 ㎏当たり価格 10ａ当たり共済金額

半相殺方式の場合　　150kg　×　0.8　×　306円　＝　36,720円
基準単収  補償割合 ㎏当たり価格 10ａ当たり共済金額

一筆方式の場合　　　150kg　×　0.7　×　306円　＝　32,130円
基準単収  補償割合 ㎏当たり価格 10ａ当たり共済金額

共済金額＝農家の基準収穫（繭）量の８割×㎏当たり価格

全相殺方式（大豆） 共済金額＝農家の基準収穫量の９割×㎏当たり価格

半相殺方式（大豆） 共済金額＝農家の基準収穫量の８割×㎏当たり価格

一筆方式（大豆） 共済金額＝耕地の基準収穫量の７割×㎏当たり価格

※㎏当たりの価格は、過去一定期間の販売価格を基として、毎年農林水産省より示されます。
※なお、大豆に関しては農業者戸別所得補償制度の実施にともない、畑作物の所得補償交付金の数量払に相当する金額が
加味されており、畑作物の所得補償交付金申請者と申請者以外とでは適用できる㎏当たり価格が異なります。
※㎏当たり価格（平成23年産適用価格）について、畑作物の所得補償交付金申請者は５つのランクから選択できます。

　以下、大豆共済を例に畑作物の所得補償交付金申請者について「10a当たり共済金額」
の算出例を紹介します。（10ａ当たり基準収穫量：基準単収150kg、㎏当たり価格306円とした場合）算出例

・ ・

※事例は平成23年産適用価格

白大豆
（青大豆含）

黒大豆

交付申請者（選択）
交付申請者以外
種子用大豆

306円　275円　245円　214円　184円
114円
443円
275円
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◇共済金の計算例 交付申請者の例

大豆 面積10ａ　基準収穫量150kg　収穫量75kg　kg当たり価格306円とした場合の方式ごとの比較

一筆方式 〔（150kg－75kg）－（150kg×0.3）〕×306円＝  9,180円
減収量 ㎏当たり価格基準収穫量×３割

半相殺方式 〔（150kg－75kg）－（150kg×0.2）〕×306円＝13,770円
減収量 ㎏当たり価格基準収穫量×２割

全相殺方式 〔（150kg－75kg）－（150kg×0.1）〕×306円＝18,360円
減収量 ㎏当たり価格

共済金

共済金

共済金基準収穫量×１割

�»�Ú�w�‰	Z�x

�ž�A�Ú�w�§
÷�M�x

�Á�Ä�í�` 　掛金は掛け捨てではありません。被害が少ない場合は「無事戻し金」として
掛金の一部をお返しします。
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掛金のうち、大豆、ホップは55％、蚕繭は50％を国が負担します。
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　　　　　　10ａ当たり基準収穫量150㎏、㎏当たり価格306円で引受方式ごとに算出した場合。
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共済金は、次により算定します。

◆組合別引受方式別農家負担掛金の目安（交付金申請者の例　白大豆：10ａ当たり）
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1,710円

2,305円

1,710円

2,640円

1,859円

1,599円

2,882円

1,322円

1,785円

1,322円

2,049円

1,438円

1,240円

2,231円

1,099円

1,475円

1,099円

1,692円

1,186円

1,027円

1,851円
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共済金　＝（農家の減収量－農家の基準収穫（繭）量×0.2） ×　㎏当たり価格
共済減収量


¶
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共済金　＝　（農家の減収量－農家の基準収穫量×0.1）　 ×　　㎏当たり価格
共済減収量


R
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共済金　＝　（農家の減収量－農家の基準収穫量×0.2） 　×　　㎏当たり価格
共済減収量

�°
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共済金　＝　（耕地ごとの減収量－基準収穫量×0.3） 　　×　　㎏当たり価格
共済減収量・・・・・

（注）農家負担掛金の他に賦課金を加えた額を組合に納入していただくことになります。
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